
北名古屋市法定外公共物使用料新旧対照表（令和８年４月１日改定） 

新 旧 

別表（第７条関係） 

区分 単位 使用料 

（単位：円） 

第１種電柱 １本１年につき ９９０ 

第２種電柱 １，５００ 

第３種電柱 ２，０００ 

第１種電話柱 ８８０ 

第２種電話柱 １，４００ 

第３種電話柱 １，９００ 

その他の柱類 ８８ 

共架電線その他上空に

設ける線類 

長さ１メートル１

年につき 

９ 

地下に設ける電線その

他の線類 

５ 

地
下
埋
設
管 

外径が０．０７メ

ートル未満のもの 

長さ１メートル１

年につき 

３７ 

外径が０．０７メ

ートル以上０．１

メートル未満のも

の 

５３ 

外径が０．１メー

トル以上０．１５

メートル未満のも 

７９ 

別表（第７条関係） 

区分 単位 使用料 

（単位：円） 

第１種電柱 １本１年につき ９５０ 

第２種電柱 １，５００ 

第３種電柱 ２，０００ 

第１種電話柱 ８５０ 

第２種電話柱 １，４００ 

第３種電話柱 １，９００ 

その他の柱類 ８５ 

共架電線その他上空に

設ける線類 

長さ１メートル１

年につき 

９ 

地下に設ける電線その

他の線類 

５ 

地
下
埋
設
管 

外径が０．０７メ

ートル未満のもの 

長さ１メートル１

年につき 

３６ 

外径が０．０７メ

ートル以上０．１

メートル未満のも

の 

５１ 

外径が０．１メー

トル以上０．１５

メートル未満のも 

７７ 



 の   

 外径が０．１５メ

ートル以上０．２

メートル未満のも

の 

 １１０ 

外径が０．２メー

トル以上０．３メ

ートル未満のもの 

１６０ 

外径が０．３メー

トル以上０．４メ

ートル未満のもの 

 ２１０ 

 

外径が０．４メー

トル以上０．７メ

ートル未満のもの 

３７０ 

外径が０．７メー

トル以上１メート

ル未満のもの 

５３０ 

外径が１メートル

以上のもの 

１，１００ 

自
動
運
行
補
助
施
設 

道路法

第２条

第２項

第５号

に規定

する自

動運行 

地下に

設ける

もの 

長さ１メートル１

年につき 

５ 

 の   

 外径が０．１５メ

ートル以上０．２

メートル未満のも

の 

 １００ 

外径が０．２メー

トル以上０．３メ

ートル未満のもの 

１５０ 

外径が０．３メー

トル以上０．４メ

ートル未満のもの 

 ２００ 

 

外径が０．４メー

トル以上０．７メ

ートル未満のもの 

３６０ 

外径が０．７メー

トル以上１メート

ル未満のもの 

５１０ 

外径が１メートル

以上のもの 

１，０００ 

自
動
運
行
補
助
施
設 

道路法

第２条

第２項

第５号

に規定

する自

動運行 

地下に

設ける

もの 

長さ１メートル１

年につき 

５ 



 装置に

よる検

知の対

象とし

て設置

する導

線その

他の線

類 

その他

のもの 

長さ１メートル１

年につき 

１８ 

道路の構造又は交

通の状況を表示す

る標示柱その他の

柱類 

１本１年につき １，４００ 

その他

のもの 

上空に

設ける

もの 

使用面積１平方メ

ートル１年につき 

８８０ 

地下に

設ける

もの 

使用面積１平方メ

ートル１年につき 

５３０ 

その他のもの 使用面積１平方メ

ートル１年につき 

１，８００ 

工事用施設及び工事用

材料 

使用面積１平方メ

ートル１月につき 

２２０ 

その他の目的による使

用 

使用面積１平方メ

ートル１月につき 

１８０ 

備考 略 

 装置に

よる検

知の対

象とし

て設置

する導

線その

他の線

類 

その他

のもの 

長さ１メートル１

年につき 

１７ 

道路の構造又は交

通の状況を表示す

る標示柱その他の

柱類 

１本１年につき １，４００ 

その他

のもの 

上空に

設ける

もの 

使用面積１平方メ

ートル１年につき 

８５０ 

地下に

設ける

もの 

使用面積１平方メ

ートル１年につき 

５１０ 

その他のもの 使用面積１平方メ

ートル１年につき 

１，７００ 

工事用施設及び工事用

材料 

使用面積１平方メ

ートル１月につき 

２４０ 

その他の目的による使

用 

使用面積１平方メ

ートル１月につき 

１７０ 

備考 略 



 


